
奈
良
県
告
示
第
三
百
十
九
号

平
成
二
十
八
年
六
月
奈
良
県
告
示
第
九
十
七
号
（
歳
入
の
徴
収
事
務
の
委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

二
中
「
一
般
財
団
法
人
ジ
ャ
パ
ン
ギ
ビ
ン
グ
」
を
「
株
式
会
社
Ｊ
Ｇ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
に
改
め
る
。
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